
に
よ
る
独
自
の「
地
域
医
療
計
画
」を

作
る
先
駆
例
が
出
始
め
た
。地
域
包
括

ケ
ア
体
制
の
確
立
へ
向
け
、不
可
欠
な
取
り
組

み
と
い
え
る
。

 

全
国
に
先
駆
け
て

　

地
域
医
療
の
現
状
と
目
指
す
姿
は
、都
道
府

県（
以
下
、「
県
」と
略
）ご
と
の
医
療
計
画
で
示

さ
れ
る
。第
7
次
計
画（
2
0
1
8
〜
23
年
度
）

か
ら
1
期
6
年
と
な
り
、中
間
年
で
の
見
直
し

作
業
に
入
り
つ
つ
あ
る
。厚
生
労
働
省
は
併
行

し
て
全
国
3
3
9
の
2
次
医
療
圏
ご
と
に
病

院
群
を
機
能
別
に
再
編
成
す
る「
地
域
医
療
構

想
」の
策
定
・
実
施
を
各
県
に
義
務
付
け
た
。

　

医
療
保
険
で
も
県
単
位
化
が
進
め
ら
れ
、国

民
健
康
保
険
は
県
と
市
町
村
の
共
同
運
営
と

さ
れ
た
。75
歳
以
上
が
加
入
す
る
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
は
、県
単
位
の
広
域
連
合
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
る
。

　

地
域
医
療
に
お
い
て
、そ
の
制
度
上
で
の
市

町
村
の
存
在
感
は
希
薄
だ
が
、筆
者
ら
で
作
る

「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
参
加
し
た
東
京
都
の
稲
城
市
、武
蔵
野

市
、国
立
市
は
い
ず
れ
も「
医
療
計
画
」を
策
定
・

実
施
中
だ（
10
月
20
日
都
内
で
開
催
）。

　

稲
城
市（
人
口
8
・
8
万
人
、高
齢
率
21
・
0

％
）は
、高
齢
者
が
支
え
る
側
に
回
る「
介
護
支

援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」を
創
始
し
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
。武
蔵
野
市（
14
・
6
万
人
、22
・
1
％
）は
、

介
護
保
険
制
度
施
行
と
同
時
に
高
齢
者
福
祉

総
合
条
例
を
制
定
し
、よ
り
手
厚
い
サ
ー
ビ
ス

を
展
開
す
る
。国
立
市（
7
・
6
万
人
、22
・
7

％
）は
、介
護
・
医
療
の
連
携
に
よ
り
、自
宅
で

の
看
取
り
の
多
さ
で
有
名
だ
。

　

東
京
都
の
多
摩
地
域
で
、先
進
的
な
介
護
体

制
を
築
い
た
自
治
体
が
、こ
ぞ
っ
て
独
自
の
医

療
計
画
を
策
定
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

 

医
療
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り

　

3
市
と
も
全
国
平
均
よ
り
高
齢
化
率
は
低

く
、人
口
も
緩
や
か
に
増
加
中
の
恵
ま
れ
た

ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
あ
る
。だ
が
、25
年
へ
向
け

75
歳
以
上
の
人
口
比
率
が
高
ま
り
、医
療
ニ
ー

ズ
の
急
増
に
対
応
を
迫
ら
れ
る
。

　

稲
城
市
は
16
年
春「
医
療
計
画
」を
策
定
し

た
。レ
セ
プ
ト
分
析
に
よ
り
、15
年
か
ら
の
10

年
間
で
市
内
の
入
院
患
者
数
は
1
・
39
倍
、外

来
患
者
数
は
1
・
25
倍
と
予
測
し
た
。医
療
機

関
は
病
院
3
カ
所
、診
療
所
47
カ
所
、う
ち
24

時
間
体
制
で
訪
問
診
療
や
往
診
を
担
う
在
宅

療
養
支
援
診
療
所
は
3
カ
所
の
み（
当
時
）。ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
10
年
後
に
診
療
所
4
カ

市
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所
は
閉
院
予
定
、6
カ
所
は
親
族
ら
に
承
継
を

検
討
、今
後
も
訪
問
診
療
や
往
診
を
実
施
す
る

予
定
な
し
は
23
カ
所
に
上
る（
有
効
回
答
37
カ

所
）。

　

こ
の
現
状
を
踏
ま
え
、同
市
は
医
療
関
係
者

と
の
協
議
を
重
ね
、民
間
病
院
の
内
科
療
養
病

床
を
回
復
期
病
床
へ
転
換
、在
宅
療
養
支
援
診

療
所
の
新
規
開
設
等
を
実
現
し
た
。

　

武
蔵
野
市
も
25
年
に
は
75
歳
以
上
の
3
人

に
1
人
が
要
介
護
状
態
に
な
り
、独
り
暮
ら

し
も
急
増
と
推
計
し
た
。こ
の
た
め
、緊
急
訪

問
介
護
、認
知
症
見
守
り
支
援
ヘ
ル
パ
ー
派

遣
、は
い
か
い
高
齢
者
探
索
シ
ス
テ
ム
等
の

独
自
事
業
を
創
設
。さ
ら
に「
地
域
医
療
構
想

2
0
1
6
」を
策
定
し
て
地
域
ケ
ア
病
棟
や

救
急
医
療
の
整
備
、訪
問
看
護
と
介
護
の
連
携

へ
の
補
助
金
、看
取
り
の「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
支

援
事
業
」な
ど
を
始
め
た
。

 

「
ま
ち
づ
く
り
」の
基
礎
に

　

国
立
市
は「
医
療
・
介
護
が
必
要
に
な
っ
て

も
住
み
続
け
ら
れ
る
町
づ
く
り
」へ
向
け
、19

年
3
月「
地
域
医
療
計
画
」を
策
定
し
た
。一
般

診
療
所
数
85
カ
所
、在
宅
療
養
支
援
診
療
所
8

カ
所
は
と
も
に
人
口
当
た
り
で
全
国
水
準
を

上
回
る
。訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
数
、訪
問

診
療
と
看
取
り
の
実
施
医
療
機
関
数
は
都
内

で
も
突
出
し
て
多
い
。

　

そ
れ
で
も
、市
民
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
や
意
見
交
換
会
で
は「
退

院
後
は
自
宅
で
療
養
で
き
る
か
」

「
病
状
の
急
変
時
に
対
応
し
て

く
れ
る
か
」「
望
め
ば
自
宅
で
看

取
っ
て
く
れ
る
か
」な
ど
と
、不

安
と
期
待
が
交
錯
し
た
。市
で

は
こ
れ
ら
の
声
に
応
え
ら
れ
る

医
療
と
介
護
と
生
活
支
援
の
連

携
・
一
体
化
を
目
指
す
、と
い
う

（
図
表
参
照
）。

　

3
市
に
共
通
す
る
の
は
、在

宅
医
療
ニ
ー
ズ
と
在
宅
医
療
機

関
の
現
状
把
握
・
将
来
予
測
は

市
の
責
任
で
、地
域
包
括
ケ
ア

体
制
は
診
療
所
を
軸
に
す
る
地

域
医
療
の
拡
充
な
し
に
は
成
立

し
な
い
と
い
う
覚
悟
だ
ろ
う
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た

稲
城
市
の
石
田
光
広
・
副
市
長

は
地
域
づ
く
り
の
視
点
か
ら「
10
年
後
の
地
域

の
姿
を
想
像
す
る
。そ
の
た
め
に
地
域
に
出
て

課
題
を
見
つ
け
、地
域
資
源
が
あ
れ
ば
使
う
。

役
所
任
せ
で
は
な
く
住
民
参
加
を
求
め
て
い

く
」な
ど
と
行
政
の
役
割
を
強
調
し
た
。

　

こ
の
3
市
で
は
介
護
保
険
事
業
計
画
と
市

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
・
大
学
院
の

教
授
を
経
て
、（
学
校
法
人
）日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
舎
・
理
事
長
。

N
P
O「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」副
会
長
も
務
め
る
。

町
村
医
療
計
画
は「
車
の
両
輪
」の
形
で
一
体

化
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
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国立市民に対する地域医療提供体制 （現状）

日常療養
● かかりつけ医機能を
 提供する
● 健康づくりを実施する
● 在宅医療を提供する
● 地域で生活する人の
 視点に立って提供する入院と退院

● 入院医療機関と在宅
医療に係る機関との
協働による退院支援
を実施する

看取りの実施に向けて
● 住み慣れた地域、本
人が望む場所での看
取りを実施する

急 変
● 在宅療養者の病状の急変
時に対応する

● 幅広い市民の救急体制を
充実する

在宅で亡くなりたい
という希望が
かなえられない

24時間体制が
十分ではない

退院後に
自宅に戻る
ことができない

生活を支える視点が
十分ではない

＜国立市内の地域医療＞＜市外＞


